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※　労働契約を締結するときに、期間を定める場合と、期間を定めない場合があります。
　期間の定めのある契約は、原則として３年を超えてはならないとされています（労働基
　準法第14条）。
※　パートタイム労働者を雇い入れたときは、上記に加え、昇給・退職手当・賞与の有無
　を文書の交付などにより当該労働者に明示しなければなりません。（パートタイム労働
　法第6条第1項）。
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